
  

 

N0.  文書件名 不開示箇所 不開示理由 

１  

 

事業者指導票（ 供

覧）  

 

・ No 

・ 指導実施日 

・ サービスの種類 

・ 施設名 

・ 法人名 

・ 担当者 

・ 内容 

 

東京都情報公開条例（ 以下「 条例」 と い

う ） 条例第７ 条第２ 号 

特定個人に関する 情報であり 、 公にする

こ と で個人の権利利益を害するおそれが

あるため。  

 

条例第７ 条第３ 号 

当資料は、 法人内部における 情報であっ

て、 当該情報を公にするこ と によ り 、 当

該法人等又は当該事業を営む個人の事業

活動上又は事業運営上の地位その他社会

的な地位が損なわれる と 認めら れるた

め。  

 

条例第７ 条第６ 号 

当該情報を公にするこ と によ り 、 事務又

は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがある ため。  

２  事業者指導票（ 供覧 ・ No 

・ 指導実施日 

・ サービスの種類 

・ 施設名 

・ 法人名 

・ 担当者 

・ 内容 

条例第７ 条第２ 号 

特定個人に関する 情報であり 、 公にする

こ と で個人の権利利益を害する おそれが

あるため。  

 

条例第７ 条第３ 号 

当資料は、 法人内部における 情報であっ

て、当該情報を公にする こ と によ り 、当該

法人等又は当該事業を営む個人の事業活

動上又は事業運営上の地位その他社会的

な地位が損なわれると 認めら れる ため。  

 

条例第７ 条第６ 号 

当該情報を公にする こ と によ り 、 事務又

は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがある ため。  

３  

 

事故報告書 

（ 提出先） ○○区介

護保険課長 

 

 

 

 

１ 報告者 

①事業所名 

②事業所所在地 

③サービス種別 

④事業者（ 法人） 名 

⑤代表者名 

⑥責任者名（ 問合せ

先）  

⑦連絡先  

 

条例第７ 条第３ 号 

法人に関する 情報であって、 公にする こ

と によ り 、 当該法人の事業運営上の地位

その他社会的な地位が損なわれる と 認め

ら れるため。  

 

条例第７ 条第６ 号 

当該情報を公にするこ と によ り 、 事務又

は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがある ため。  

 

 

 

 



  

N0.  文書件名 不開示箇所 不開示理由 

３  

 

事故報告書 

（ 提出先） ○○区介

護保険課長 

 

２ 報告種別 

 

 

 

条例第７ 条第３ 号 

法人に関する 情報であって、 公にする こ

と によ り 、 当該法人の事業運営上の地位

その他社会的な地位が損なわれる と 認め

ら れるため。  

 

条例第７ 条第６ 号 

当該情報を公にする こ と によ り 、 事務又

は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがある ため。  

３ 利用者（ 事故当時者） 

①フリ ガナ 氏名 

②保険者名 

③被保険者番号 

④要介護（ 支援） 度 

⑤年齢 

条例第７ 条第２ 号 

特定個人に関する 情報であり 、 公にする

こ と で個人の権利利益を害する おそれが

あるため。  

 

条例第７ 条第６ 号 

当該情報を公にする こ と によ り 、 事務又

は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがある ため。  

４ 事故の詳細 

①発生日時 

②発生場所 

③事故の種別 

④診断内容 

⑤医療機関名 

⑥日時 

⑦詳細 

⑧家族への連絡状況 

⑨事故の原因 

条例第７ 条第２ 号 

特定個人に関する 情報であり 、 公にする

こ と で個人の権利利益を害するおそれが

あるため。  

 

条例第７ 条第３ 号 

当資料は、 法人内部における 情報であっ

て、 当該情報を公にするこ と によ り 、 当

該法人等又は当該事業を営む個人の事業

活動上又は事業運営上の地位その他社会

的な地位が損なわれる と 認めら れるた

め。  

 

条例第７ 条第６ 号 

当該情報を公にするこ と によ り 、 事務又

は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがある ため。  

５ 事故後の対応 

①再発防止に向けての

今後の対応 

②損害賠償等の状況 

条例第７ 条第３ 号 

当資料は、 法人内部における 情報であっ

て、当該情報を公にする こ と によ り 、当該

法人等又は当該事業を営む個人の事業活

動上又は事業運営上の地位その他社会的

な地位が損なわれると 認めら れる ため。  

 

条例第７ 条第６ 号 

当該情報を公にする こ と によ り 、 事務又

は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがある ため。  

 



  

N0.  文書件名 不開示箇所 不開示理由 

４  事故報告書 

（ 事業者→○○区）  

 

 

・ 報告種別 

・ 提出日 

 

条例第７ 条第３ 号 

当資料は、 法人内部における 情報であっ

て、 当該情報を公にするこ と によ り 、 当

該法人等又は当該事業を営む個人の事業

活動上又は事業運営上の地位その他社会

的な地位が損なわれる と 認めら れるた

め。  

 

条例第７ 条第６ 号 

当該情報を公にするこ と によ り 、 事務又

は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがある ため。  

１ 事故状況 

 事故状況の程度 

 死亡に至った場合 

（ 死亡年月日）  

条例第７ 条第３ 号 

当資料は、 法人内部における 情報であっ

て、当該情報を公にする こ と によ り 、当該

法人等又は当該事業を営む個人の事業活

動上又は事業運営上の地位その他社会的

な地位が損なわれると 認めら れる ため。  

 

条例第７ 条第６ 号 

当該情報を公にする こ と によ り 、 事務又

は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがある ため。  

２ 事業所の概要 

 法人名 

 代表者名 

 事業所（ 施設） 名 

事業所番号 

サービス種別 

所在地 

連絡先（ 電話番号）  

担当者名 

条例第７ 条第２ 号 

特定個人に関する 情報であり 、 公にする

こ と で個人の権利利益を害する おそれが

あるため。  

 

条例第７ 条第６ 号 

当該情報を公にする こ と によ り 、 事務又

は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがある ため。  

３ 対象者 

 氏名・ 年齢・ 性別 

 サービス提供開始日 

 保険者名 

被保険者番号 

住所 

身体状況 

（ 要介護度 認知症高

齢者日常生活自立度）  

条例第７ 条第２ 号 

特定個人に関する 情報であり 、 公にする

こ と で個人の権利利益を害する おそれが

あるため。  

 

条例第７ 条第６ 号 

当該情報を公にする こ と によ り 、 事務又

は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがある ため。  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

N0.  文書件名 不開示箇所 不開示理由 

４  事故報告書 

（ 事業者→○○区）  

 

４ 事故の概要 

 発生日時 

 発生場所 

 事故の種別 

 発生時状況、 事故内

容の詳細 

条例第７ 条第２ 号 

特定個人に関する 情報であり 、 公にする

こ と で個人の権利利益を害する おそれが

あるため。  

 

条例第７ 条第３ 号 

当資料は、 法人内部における 情報であっ

て、当該情報を公にする こ と によ り 、当該

法人等又は当該事業を営む個人の事業活

動上又は事業運営上の地位その他社会的

な地位が損なわれると 認めら れる ため。  

 

条例第７ 条第６ 号 

当該情報を公にする こ と によ り 、 事務又

は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがある ため。  

５ 事故発生時の対応 

 発生時の対応 

 受診方法 

 受診先 

 診断名 

 診断内容 

 検査、 処置等の概要 

条例第７ 条第３ 号 

当資料は、 法人内部における 情報であっ

て、当該情報を公にする こ と によ り 、当該

法人等又は当該事業を営む個人の事業活

動上又は事業運営上の地位その他社会的

な地位が損なわれると 認めら れる ため。  

 

条例第７ 条第６ 号 

当該情報を公にする こ と によ り 、 事務又

は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがある ため。  

６ 事故発生時の状況 

 利用者の状況  

 家族等への報告 

 家族等への連絡状況 

 連絡し た関係機関 

 本人、家族、関係先等

への追加対応予定 

条例第７ 条第３ 号 

当資料は、 法人内部における 情報であっ

て、当該情報を公にする こ と によ り 、当該

法人等又は当該事業を営む個人の事業活

動上又は事業運営上の地位その他社会的

な地位が損なわれると 認めら れる ため。  

 

条例第７ 条第６ 号 

当該情報を公にする こ と によ り 、 事務又

は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがある ため。  

７ 事故の原因分析（ 本

人要因、職員要因、環境

要因の分析）  

条例第７ 条第３ 号 

当資料は、 法人内部における 情報であっ

て、当該情報を公にする こ と によ り 、当該

法人等又は当該事業を営む個人の事業活

動上又は事業運営上の地位その他社会的

な地位が損なわれると 認めら れる ため。  

 

条例第７ 条第６ 号 

当該情報を公にする こ と によ り 、 事務又

は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがある ため。  

 



  

N0.  文書件名 不開示箇所 不開示理由 

４  事故報告書 

（ 事業者→○○区）  

 

８ 再発防止策 

（ 手順変更、 環境変更、

その他の対応、 再発防

止策の評価時期およ び

結果等）  

条例第７ 条第３ 号 

当資料は、 法人内部における 情報であっ

て、当該情報を公にする こ と によ り 、当該

法人等又は当該事業を営む個人の事業活

動上又は事業運営上の地位その他社会的

な地位が損なわれると 認めら れる ため。  

 

条例第７ 条第６ 号 

当該情報を公にする こ と によ り 、 事務又

は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがある ため。  

９ 損害賠償の有無 条例第７ 条第３ 号 

当資料は、 法人内部における 情報であっ

て、当該情報を公にする こ と によ り 、当該

法人等又は当該事業を営む個人の事業活

動上又は事業運営上の地位その他社会的

な地位が損なわれると 認めら れる ため。  

 

条例第７ 条第６ 号 

当該情報を公にする こ と によ り 、 事務又

は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがある ため。  

５  

 

ＡＤＬ ・ 機能障害の

状況 

 

・ 身体状況 

・ 日常生活状況 

・ 入居生活上の注意事

項 

・ 情報提供者 

・ 記録者 

・ 施設名 

 

条例第７ 条第２ 号 

特定個人に関する 情報であり 、 公にする

こ と で個人の権利利益を害するおそれが

あるため。  

 

条例第７ 条第６ 号 

当該情報を公にするこ と によ り 、 事務又

は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがある ため。  

６  

 

○○様ヒ ヤリ ハッ ト

事象 

 

・ 入居者名 

・ 日付 

・ 時間 

・ 状況 

・ 収受印日付 

 

特定個人に関する 情報であり 、 公にする

こ と で個人の権利利益を害するおそれが

あるため。  

 

条例第７ 条第６ 号 

当該情報を公にするこ と によ り 、 事務又

は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがある ため。  

７  

 

アセスメ ント 表 

 

・ フリ ガナ・ 氏名 

・ 性別 

・ 生年月日 

・ 年齢 

・ 介護度 

・ 住所 

・ 連絡先 

・ 入居日時 

・ 入居前 

 

 

条例第７ 条第２ 号 

特定個人に関する 情報であり 、 公にする

こ と で個人の権利利益を害するおそれが

あるため。  

 

条例第７ 条第６ 号 

当該情報を公にするこ と によ り 、 事務又

は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがある ため。  

 



  

N0.  文書件名 不開示箇所 不開示理由 

７  アセスメ ント 表 

 

・ 入居までの経過 

・ 家族歴 

・ 今後の方針・ 本人家

族の意向 

・ その他・ 特記事項 

・ 担当ＭＳ Ｗ 

・ 主病名 

・ 既往歴 

・ 薬 

・ 施設名 

条例第７ 条第２ 号 

特定個人に関する 情報であり 、 公にする

こ と で個人の権利利益を害するおそれが

あるため。  

 

条例第７ 条第６ 号 

当該情報を公にするこ と によ り 、 事務又

は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがある ため。  

 

８  

 

介護記録 

 

・ 入居者名 

・ 年度 

・ 日付 

・ 内容 

 

条例第７ 条第２ 号 

特定個人に関する 情報であり 、 公にする

こ と で個人の権利利益を害するおそれが

あるため。  

 

条例第７ 条第３ 号 

当資料は、 法人内部における 情報であっ

て、 当該情報を公にするこ と によ り 、 当

該法人等又は当該事業を営む個人の事業

活動上又は事業運営上の地位その他社会

的な地位が損なわれる と 認めら れるた

め。  

 

条例第７ 条第６ 号 

当該情報を公にするこ と によ り 、 事務又

は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがある ため。  

９  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

看護記録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 記入年度 

・ 居室ＮＯ 

・ 生年月日 

・ 年齢 

・ 氏名 

・ 服薬状態 

・ 既往症 

・ 総合的な援助方針・

注意事項 

・ 特記事項 

（ 主治医、 キーパーソ

ン、 TEL、 食事内容）  

・ 月日 

・ 曜日 

・ 血圧 

・ 脈拍 

・ 体温 

・ SPO2 

・ O2 

 

 

 

 

条例第７ 条第２ 号 

特定個人に関する 情報であり 、 公にする

こ と で個人の権利利益を害するおそれが

あるため。  

 

条例第７ 条第３ 号 

当資料は、 法人内部における 情報であっ

て、 当該情報を公にするこ と によ り 、 当

該法人等又は当該事業を営む個人の事業

活動上又は事業運営上の地位その他社会

的な地位が損なわれる と 認めら れるた

め。  

 

条例第７ 条第６ 号 

当該情報を公にするこ と によ り 、 事務又

は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがある ため。  

 

 

 

 

 

 



  

N0.  文書件名 不開示箇所 不開示理由 

９  看護記録 ・ レク リ エーショ ン 

・ 居室清掃 

・ リ ネン交換 

・ 食事 

（ 摂取量・ ラ コール）  

・ 薬剤管理 

・ 便（ 柱上、 回数）  

・ 尿（ 回数）  

・ 入浴 

・ リ ハビリ  

・ 処置・ ケアプラ ン 

・ ケア記録 

条例第７ 条第２ 号 

特定個人に関する 情報であり 、 公にする

こ と で個人の権利利益を害するおそれが

あるため。  

 

条例第７ 条第３ 号 

当資料は、 法人内部における 情報であっ

て、 当該情報を公にするこ と によ り 、 当

該法人等又は当該事業を営む個人の事業

活動上又は事業運営上の地位その他社会

的な地位が損なわれる と 認めら れるた

め。  

 

条例第７ 条第６ 号 

当該情報を公にするこ と によ り 、 事務又

は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがある ため。  

10 

 

勤務表（ 看護）  

 

・ 勤務月 

・ 日付・ 曜日 

・ 作成日 

・ 施設名 

・ 今月の行事予定 

・ 管理区分 

・ 職種/役職 

・ 氏名 

・ 雇用区分 

・ 社員番号 

・ 日付 

・ 出勤日数 

・ 所定休日 

・ 法廷休日 

・ 休日合計 

・ 有給休暇 

 

条例第７ 条第２ 号 

特定個人に関する 情報であり 、 公にする

こ と で個人の権利利益を害するおそれが

あるため。  

 

条例第７ 条第３ 号 

当資料は、 法人内部における 情報であっ

て、 当該情報を公にするこ と によ り 、 当

該法人等又は当該事業を営む個人の事業

活動上又は事業運営上の地位その他社会

的な地位が損なわれる と 認めら れるた

め。  

 

条例第７ 条第６ 号 

当該情報を公にするこ と によ り 、 事務又

は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがある ため。  

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

救急対応手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項目以外すべて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条例第７ 条第３ 号 

当資料は、 法人内部における 情報であっ

て、 当該情報を公にするこ と によ り 、 当

該法人等又は当該事業を営む個人の事業

活動上又は事業運営上の地位その他社会

的な地位が損なわれる と 認めら れるた

め。  

 

条例第７ 条第６ 号 

当該情報を公にするこ と によ り 、 事務又

は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがある ため。  

 

 

 

 



  

N0.  文書件名 不開示箇所 不開示理由 

12 

 

救急対応手順（ フロ

ー図）  

 

項目以外すべて 条例第７ 条第３ 号 

当資料は、 法人内部における 情報であっ

て、 当該情報を公にするこ と によ り 、 当

該法人等又は当該事業を営む個人の事業

活動上又は事業運営上の地位その他社会

的な地位が損なわれる と 認めら れるた

め。  

 

条例第７ 条第６ 号 

当該情報を公にするこ と によ り 、 事務又

は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがある ため。  

13 

 

救急要請を行う 時 

 

項目以外すべて 

 

条例第７ 条第３ 号 

当資料は、 法人内部における 情報であっ

て、 当該情報を公にするこ と によ り 、 当

該法人等又は当該事業を営む個人の事業

活動上又は事業運営上の地位その他社会

的な地位が損なわれる と 認めら れるた

め。  

 

条例第７ 条第６ 号 

当該情報を公にするこ と によ り 、 事務又

は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがある ため。  

14 

 

 

夜間の救急対応につ

いて 

 

項目以外すべて 条例第７ 条第３ 号 

当資料は、 法人内部における 情報であっ

て、 当該情報を公にするこ と によ り 、 当

該法人等又は当該事業を営む個人の事業

活動上又は事業運営上の地位その他社会

的な地位が損なわれる と 認めら れるた

め。  

 

条例第７ 条第６ 号 

当該情報を公にするこ と によ り 、 事務又

は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがある ため。  
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夜間緊急時フロ ーチ 

ャ ート  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設名及び項目以外す

べて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

条例第７ 条第３ 号 

当資料は、 法人内部における 情報であっ

て、 当該情報を公にするこ と によ り 、 当

該法人等又は当該事業を営む個人の事業

活動上又は事業運営上の地位その他社会

的な地位が損なわれる と 認めら れるた

め。  

 

条例第７ 条第６ 号 

当該情報を公にするこ と によ り 、 事務又

は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがある ため。  
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医療面に関する要望

書 

 

項目以外すべて 

 

条例第７ 条第３ 号 

当資料は、 法人内部における 情報であっ

て、 当該情報を公にするこ と によ り 、 当

該法人等又は当該事業を営む個人の事業

活動上又は事業運営上の地位その他社会

的な地位が損なわれる と 認めら れるた

め。  

 

条例第７ 条第６ 号 

当該情報を公にするこ と によ り 、 事務又

は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがある ため。  

17 

 

回答要旨（ 案） 等 

 

 

 

 

・ 項目 

・ 違反する事実（ と 申

出人が主張するも の）  

・ 都のこ れまでの対応 

・ 調査事項 

・ 調査結果 

・ 〇〇氏への回答要旨

（ 案）  

 

条例第７ 条第２ 号 

特定個人に関する情報であり 、 公にする

こ と で個人の権利利益を害するおそれが

ある ため。  

 

条例第７ 条第３ 号 

当資料は、 法人内部における 情報であっ

て、当該情報を公にするこ と によ り 、当該

法人等又は当該事業を営む個人の事業活

動上又は事業運営上の地位その他社会的

な地位が損なわれると 認めら れるため。  

 

条例第７ 条第６ 号 

当該情報を公にする こ と によ り 、 事務又

は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそ

れがある ため。  

 

 

 


